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公募型企画提案の公告 

 

 「子どもの「自立」サポート事業」委託業務について、次のとおり公募型企画提案を行うので、

公告します。 

 

  令和５年２月２７日 

                   奈良県知事     

 

１ 公募型企画提案に付する事項 

 (１) 業務名及び数量 

子どもの「自立」サポート事業委託業務 一式 

 (２) 業務の内容等 

児童養護施設等に入所させる措置又は里親に委託する措置を解除し自立生活する子どもを

対象に以下の業務を行う。 

① 退所を控えた子どもに対する支援 

ア 地域生活を始める上で必要な知識、社会常識等を学ぶためのテキスト等を対象となる高

校生に配布できる部数を作成し、講習会の開催（概ね年３回以上）、生活技能等を修得す

るための個別支援を行うこと。 

イ 退所前できるだけ早くから対象者との緊密な伴走支援の関係をつくるため、個別支援の

開始時期を概ね退所 1 年前から実施することとし、児童養護施設等を訪問(概ね月 1 回)し、

施設等と連携しながら、退所を控えた子どもが抱える自立生活への不安や悩み等の相談に

応じること。 

ウ 大学、高等学校等を中退・退学した子ども等の進路や求職活動等に関する問題について

相談に応じ、必要に応じて専門機関の活用や面接の付き添いを行う等の支援を行うこと。 

エ 施設等と連携して、対象者同士の交流等を図る活動（概ね年２回以上）を行うこと。 

オ その他、自立生活を始める上で必要な行政手続等の支援を行うこと。 

② 退所後の支援 

ア 住居、家族、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題について相談に応じ、必

要に応じて他機関と連携する等の必要な支援を行うこと。 

イ 進路及び就学継続、就労及び就業継続等の相談に応じるとともに、ハローワーク等専門

機関の活用、面接の付き添いを行う等の支援を行うこと。 

ウ 対象者が気軽に集まれる場を提供し、意見交換や情報交換、情報発信等自助グループ活

動の育成支援（概ね月１～２回以上）を行うこと。 

エ 今後の施策の方向性を検討するため、施設等と連携しながら継続的に生活の状況を把握

し、施設退所者の現状や現在の生活で課題となっていること、不安に思っていること等に

ついて具体的に把握するとともに、必要な支援を行うこと。 

③ 「児童養護施設等退所者等に対する自立支援資金貸付事業」への協力 

    「児童養護施設等退所者等に対する自立支援資金貸付事業」が円滑に実施されるよう貸付

対象者への制度の周知等の協力を行うとともに、貸付を受けた者に対し、上記②の支援を行

うこと。 

④ 法律相談支援 

 ア 子ども等が金銭トラブル、契約トラブル等に遭った場合に適切に支援できるよう、弁護

士等を嘱託契約等により配置すること。 

 イ その他、子ども等が法律相談を必要とする状況になった場合に適切に対応するために必
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要な事業を行うこと。 

 (３) 契約期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 (４) 委託料上限額 

     金６，１８３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を限度とする。 

 (５) 留意事項 

   本事業の実施については令和５年度予算成立を条件としているため、予算成立状況によ

り、契約を行わない場合や委託金額、委託期間等を見直した上で再募集を行う場合がある。

なお、この場合においても、本プロポーザルに要した費用を請求することはできない。 

 

２ 公募型企画提案に参加する者に必要な資格 

提案の資格を有する者は、次に掲げる要件のすべてに該当していること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(3)  奈良県物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規定（平成７年１２月奈良県告示第４２

５号）による競争入札参加資格者名簿に登録している者にあっては、参加申込書提出時点において、

奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置の期間中   

でないこと。 

 (4)  公告の日から過去３年間に児童福祉施設等に入所している子どもや施設等を退所した子どもの自

立支援にかかる事業を国又は地方公共団体から受託した実績があること。 

 

３ 公募型企画提案執行の日時、場所等 

 (１) 公募型企画提案説明書等の交付場所、参加申込書等の提出先及び問い合わせ先 

     奈良県 文化・教育・くらし創造部 こども・女性局 こども家庭課 児童虐待対策係 

      所在地 〒630-8501 奈良市登大路町 30 奈良県庁 3 階 

      電話 0742-27-8605 FAX 0742-27-8107 

(２) 公募型企画提案説明書の交付期間 

令和５年２月２７日(月)午後１時～３月２２日(水)午後５時まで 

(但し、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)  

 (３) 公募型企画提案説明書等の交付方法 

     (１)に示す場所において交付します。 

      ・公募型企画提案説明書 

      ・業務仕様書 

なお、説明書、業務仕様書は、奈良県こども家庭課のＨＰにも掲載します。 

奈良県こども家庭課ホームページ 

https://www-cms.pref.nara.jp/item/290261.htm#itemid290261 

 

４ 参加申込書の提出期限 

令和５年３月１４日(火) 午後５時まで(但し、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)  

 

５ 企画提案書の提出期限 

令和５年３月２２日(水) 午後５時まで(但し、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)  

 

６ その他 

詳細は、公募型企画提案説明書等によります。 

https://www-cms.pref.nara.jp/item/290261.htm#itemid290261

